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議 第 ７３ 号  

令和７年１２月２５日提出  

 

 

熊本博物館協議会の委員の委嘱について 

 

 

  熊本博物館協議会の委員を別紙のとおり委嘱したいので、議決を求める。 

 

 

 

 

  熊本市教育長 遠 藤 洋 路 

    

 

 

 （提出理由） 

  博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２３条、第２４条及び第２５条並びに熊本

博物館条例（昭和２８年条例第６１号）第５条の規定により、熊本博物館協議会の委員

を委嘱するため、熊本市教育委員会教育長事務委任等規則（昭和２７年教委規則第６号）

第１条第１２号の規定に基づき教育委員会会議の議決を求めるものである。 

  これが、この議案を提出する理由である。 
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別紙 

熊本博物館協議会委員名簿（案） 

   （区分ごとに五十音順、敬称略） 

 

任期：令和７年(２０２５年)８月１日～令和９年(２０２７年)７月３１日 ２年間 

※改選委員任期：令和７年(２０２５年)１２月２５日～令和９年(２０２７年)７月３１日

（前任者の残任期間） 

備考：女性委員比率 ４６.７％（７／１５人） 



 

 

3 

 

参考 

1 博物館協議会の概要について 

 

ア. 会議開催回数等 

年 2 回程度（例年 10 月、3 月）、１時間半程度／回 

 

イ. 主な協議内容 

1 回目：前年度の事業実績や事業評価を踏まえた意見聴取など 

2 回目：翌年度の事業計画への意見聴取など 

 

ウ. 今任期中追加を予定している議事 

・事業評価は、H30（2018）年に施設をリニューアルした際策定した「熊本博物館リ

ニューアルオープン後の運営方針」に掲げた各種取組に対するものである。今後の

協議会では、リニューアル後８年目を迎える中、新たな法改正や市の上位施策、リ

ニューアル後の課題等を踏まえ、今後の運営方針について諮問し、意見をいただく

予定。（下表参照） 
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⇐ 公開承認施設期間 ⇒⇐公開承認施設期間⇒

 

エ. 委員報酬 

・１０，０００円／回
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2 関係法令の規定（抜粋） 

 

〇博物館法(昭和２６年１２月１日 法律第２８５号) 

第二十三条 公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。 

２ 博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意

見を述べる機関とする。 

第二十四条 博物館協議会の委員は、地方公共団体の設置する博物館にあつては当該博物

館を設置する地方公共団体の教育委員会が、地方独立行政法人の設置する博物館にあ

つては当該地方独立行政法人の理事長がそれぞれ任命する。 

第二十五条 博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協

議会に関し必要な事項は、地方公共団体の設置する博物館にあつては当該博物館を設

置する地方公共団体の条例で、地方独立行政法人の設置する博物館にあつては当該地

方独立行政法人の規程でそれぞれ定めなければならない。この場合において、委員の

任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 

   

〇熊本博物館条例（昭和 28 年 11 月 7 日 条例第 61 号） 

第５条 法第２３条の規定に基づき、博物館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、

館長に対して意見を述べる機関として博物館協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会の委員は、１５人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上

に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委員会が委嘱する。 

３ 協議会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

４ 協議会の委員は、再任されることができる。 

 

○熊本市教育委員会教育長事務委任等規則（昭和２７年１１月１４日 教委規則第６号） 

（事務の委任） 

第１条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委

任する。 

(12) 法令又は条例に基づく委員会（審議会その他これに準ずるものを含む。）の委員を

任命し、又は委嘱すること。 

 


